
　　　　　　　　　　 令和7年11月1日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人日本ボイラ協会群馬支部

群馬労働局長登録教習機関　登録番号　第３号

有効期間満了日　　令和11年3月30日

 　ボイラー及び圧力容器安全規則第２３条第２項の規定により、令第２０条第１項第５号イ～ニに
掲げるボイラーの取扱いについては、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせる
ことができるとされています。
　つきましては、標記講習会を次のとおり開催しますので、ご案内申し上げます。

１　日程及び会場

科　目

２　定  員 ６０名

３　講習科目 ア　ボイラーの構造に関する知識
　　　　　　　　　　　　　　イ　ボイラーの取扱いに関する知識
　　　　　　　　　　　　　　ウ　点検及び燃焼に関する知識
　　　　　　　　　　　　　　エ　点検及び異常時の処置に関する知識
　　　　　　　　　　　　　

４　受講料 １７，６００円（税込）　

５　使用テキスト 　４，５１０円(税込)　
　　（3冊） （内訳）　

・ボイラー取扱技能講習テキスト                   　　　 1，650円
・わかりやすいボイラー及び圧力容器安全規則　　　　 1，430円
・［新版］ボイラー図鑑                                 　　   1，430円

６　申込要領 　別添申込書に必要事項をご記入の上、受講料及びテキスト代を添え
　　　　　　　　　　　　 て、現金書留、又は、持参等によりお申し込みください。なお、銀行振込
　　　　　　　　　　　　　を希望される方は、申込書をファックス又は郵送の上、下記口座にお振
　　　　　　　　　　　　　り込みください。
　　　　　　　　　　　　　※　なお、テキストの事前送付を希望される方は、宅配料として、1名分
　　　　　　　　　　　　　　700円、２名分以上1，200円となりますので、受講料等と合せてお振り
　　　　　　　　　　　　 　込みください。

７　受付期間 １１月４日（火）から1月５日（月）まで
（ただし、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。）

８　送付先 一般社団法人日本ボイラ協会群馬支部
　　　　　　　　　　　　　　　 　〒371－0805　　　前橋市南町４－３０－３　　勢多会館1階
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０２７－２４３－３１７８　／　FAX　０２７－２４３－３１７９

９　振込先 振込口座：群馬銀行　前橋支店　普通預金　0139085　　
口座名義：一般社団法人日本ボイラ協会群馬支部　

勢多会館 前橋市南町４－３０－３

オ　関係法令

　ボイラー取扱技能講習の開催について

日　　時 会　場 所在地

令和８年１月１５日（木）
8:30～17：00

ア・イ・オ 勢多会館 前橋市南町４－３０－３

令和８年１月１６日（金）
8:30～18：10

ウ・エ


